
【公報種別】商標公報の訂正
【発行日】令和４年７月８日（２０２２．７．８）

【登録番号】商標登録第６４９６８２４号（Ｔ６４９６８２４）
【掲載公報発行日】令和４年１月２５日（２０２２．１．２５）
【年通号数】登録公報（商標）２０２２－０１０

【区分】４２
【出願番号】商願２０２１－１１７７２８（Ｔ２０２１－１１７７２８）

【訂正要旨】令和４年３月２９日（２０２２．３．２９）発行の「商標公報の訂正」は取消す。本件「商標公
報」は【商標法第６８条の３２第１項適用】、【商標法第６８条の３７適用】の表示の脱落により下記のとお
り訂正する。

（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】令和４年１月２５日（２０２２．１．２５）
【公報種別】商標公報

（１１１）【登録番号】商標登録第６４９６８２４号（Ｔ６４９６８２４）
（１５１）【登録日】令和４年１月１１日（２０２２．１．１１）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第４２類　オンラインによるコンピュータグラフィックス用ソフトウェアの提供，画像・グラフィック及びテ

キスト処理用のアプリケーションソフトウェアのオンラインによる提供（ＳａａＳ），電子式スクリーン用及
びディスプレイ用の４Ｋ解像度・ハイダイナミックレンジ（ＨＤＲ）機能・トゥルーカラーレンダリング・環

境対照及び照度順応の操作用・改良用・提供用及び支援用のアプリケーションソフトウェアのオンラインによ
る提供（ＳａａＳ），拡張現実及び仮想現実におけるグラフィック及び視覚映像技術に関するアプリケーショ
ンソフトウェアのオンラインによる提供（ＳａａＳ） 　　　　
【国際分類第１１版】 　　　　
（２１０）【出願番号】商願２０２１－１１７７２８（Ｔ２０２１－１１７７２８）
（２２０）【出願日】平成３０年４月１２日（２０１８．４．１２）

（３１０）【優先権主張番号】８７８７４６１９
（３２０）【優先日】平成２９年１０月１６日（２０１７．１０．１６）
（３３０）【優先権主張国・地域又は機関】アゼルバイジャン（ＡＺ）

（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０００４６４３８

【氏名又は名称】マイクロソフト　コーポレーション
【氏名又は名称原語表記】ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【住所又は居所】アメリカ合衆国　ワシントン州　９８０５２－６３９９　レッドモンド　ワン　マイクロソ

フト　ウェイ
【住所又は居所原語表記】Ｏｎｅ　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗａｙ，Ｒｅｄｍｏｎｄ　ＷＡ　９８０５２－５３
２１　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ

（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７９１０８
【弁理士】

【氏名又は名称】稲葉　良幸
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００８０９５３

【弁理士】
【氏名又は名称】田中　克郎

（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１０９５２０



(2) 商標公報６４９６８２４

【弁理士】
【氏名又は名称】石田　昌彦

【商標法第６８条の３２第１項適用】議定書第６条（４）の規定により取り消された国際登録の国際登録番号
は第１４１２８１０号であり、その国際登録日は平成３０年４月１２日である。
【商標法第６８条の３７適用】本件は、商標法第６８条３７の規定により、登録異議の申し立ての対象から除

外される。
【法区分】平成２３年改正

【審査官】太野垣　卓
（５６１）【称呼（参考情報）】ウインドーズエイチデイカラー、ウインドーズエッチデイカラー、ウインド
ーズエイチデイ、ウインドーズエッチデイ、ウインドーズ、エイチデイカラー、エッチデイカラー、カラー

【検索用文字商標（参考情報）】ＷＩＮＤＯＷＳＨＤＣＯＬＯＲ
【類似群コード（参考情報）】
第４２類　４２Ｘ１１


